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研究成果の概要（和文）：　ソ連崩壊後のロシア連邦において、宗教文化教育を公教育に導入するという試みが実現化
した。ロシアの宗教文化教育を分析する本研究は、ソ連崩壊後のロシアにおいて「伝統宗教」とされる諸宗教が、いま
なお、人々を結束させる機能を求められていること、つまり、統治と深く関わりがあることを明らかにした。また、今
日のロシアにおいて、「ロシア人論」と宗教をめぐる言説とが深く結びついていることを明らかにした。

研究成果の概要（英文）：The study of education on religious culture in Russia made it clear that 
traditional religions in Russia are still required the ‘binding’ function in Post-Soviet Russia. It 
means that the perspective of governance is needed for further analyses on Russian religions. Our study 
also revealed that discourses on religion have been closely associated with discourses on 'Who is a 
Russian?'.
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１．研究開始当初の背景 
 
 社会主義体制の崩壊とともに、ロシアは広

大な連邦を統治する諸制度と理念の再整備

に迫られた。教育界においては、ソ連型の人

格教育は姿を消し、歴史学界においては、ロ

シア史の再構成が求められ、宗教界において

は、宗教の自由化とともに流入した外来の新

宗教への対応が迫られた。その過程において、

連邦レベルにおいてはロシア正教が統治機

能をもつ存在として注目されるようになる。

宗教文化教育の公立初等・中等教育課程への

導入は、90 年代後半から議論され、地域的に

実施されているが、これも、この国家統治理

念の再構築および新しいロシア連邦民の育

成という課題が重視されているためである。 

 近年の研究、とりわけ欧米の宗教社会学に

おいては、「宗教復興」「脱世俗化」という概

念によって、ソ連崩壊後のロシア正教会の台

頭が論じられてきた。宗教が公共的役割を担

わされて復興しつつある、という議論である

（P. Berger やカサノヴァ）。また、比較法

学においては 90 年代の宗教法の制定および

諸改正にみられる政治と宗教との協同関係

が考察され、人類学においては、ソ連崩壊後

の地域社会における文化・歴史遺産としての

宗教の復興が検討され、政治学においては、

宗教による世俗政権の正当化機能が考察さ

れてきた。 

 とはいえしかし、研究開始当初、ロシア連

邦における「宗教復興」というテーマは、理

論的検討がなされぬまま、あるいは諸ディシ

プリンにおける研究成果が相互に検討され

ぬまま、個別の議論が展開されている状況に

あった。 

 研究代表者は、本研究開始以前に、ソ連崩

壊後の宗教行政の変化について考察を行な

っていた。それらの研究は、ソ連崩壊後にお

ける伝統宗教の台頭を、宗教の統治機能の要

請という視点から考察したものであった

（例：井上まどか「現代ロシア連邦における

政治と宗教—宗教関連の法制化を中心に―」

（『＜宗教＞再考』所収）、同「ロシア連邦に

おける公と宗教の現在」（『国際宗教研究所ニ

ュースレター』第 43 号所収））。 

 これらの考察の結果、さらなる課題として

浮上したのは、ソ連崩壊後における宗教およ

び教育の役割を精査することである。それに

は、1997 年の宗教法で制定された宗教と国

家の諸分野における協同関係（パートナーシ

ップ）が、教育の分野において実現されつつ

あったという背景もある。 

 本研究は、教育における国家と宗教の協同

関係に焦点を絞ることによって、ソ連崩壊後

のロシアの政教関係および「宗教復興」概念

についての考察を深めることが可能になる、

という判断のもと、研究が開始された。 

 

2. 研究の目的 

 

 本研究の目的はおもに以下の２つである。 

(1) 宗教文化教育の公教育への導入をめぐる

議論の分析を通して、社会主義体制の崩壊と

いう国家再編期を経験したロシアの公教育

において、宗教がいかなる役割を担わされて

いるかを明らかにする。 

(2) 宗教文化教育の実施にあたり、ロシアの

諸宗教の中でも他に先駆けて取り組みを見

せていたロシア正教会を事例として、教会内

部で、教育をめぐりどのような取り組みが見

出されるかを明らかにする。 

 

3. 研究の方法 

 

(1) 宗教文化教育の公教育への導入過程を諸

資料により明らかにする。 

(2) 宗教文化教育で用いられている教科書の

内容を分析する。 

(3) 宗教文化教育の公教育への導入をめぐる

議論において、前景化している論点を整理・

分析する。 



(4) ロシア正教会において、教育をめぐり、

どのような取り組みがなされているかを分

析する。 

 

4. 研究成果 

 以下の(1)〜(4)は上記「研究の方法」の(1)

〜(4)に対応するものとする。 

(1)ロシア連邦では、ソ連崩壊後より国立学校

および国立大学における宗教教育の是非が

論じられてきた。本研究では、おもに国立学

校（初等・中等教育）への宗教文化教育の導

入に限定して分析を行なった。 

 国立学校への宗教文化教育の導入は、2009

年の 7 月、メドヴェージェフ大統領（当時）

が選択必修科目として導入することを発表

し、推進された。2010 年には、試行プログ

ラム「宗教文化と世俗倫理の基礎」科目が 19

の連邦構成主体に導入された。この科目は国

立学校に通う 4・5 年生が対象の選択必修科

であり、次の 3 つのうちから 1 つを選択する

①「宗教文化の基礎」—以下の 4 つから選択

—「正教文化の基礎」、「イスラム文化の基礎」、

「仏教文化の基礎」、「ユダヤ教文化の基礎」

②「世界宗教文化の基礎」、③「世俗倫理の

基礎」である。 

 公立校における宗教文化教育の実践につ

いては、1990 年代末からいくつかの地域で

実施が試みられてきた。この点で他宗教に先

駆けて「正教文化の基礎」の教科書を作成し

たり、一部地域の教育委員会と連携していた

のはロシア正教会である。それに続くのがイ

スラムであり、2004 年に一部地域で「イス

ラム文化の基礎」科目が導入されている。 

(2) 「宗教文化と世俗倫理の基礎」科目の指

定教科書によると、「ロシア——私たちの母

国」という冒頭章と、「祖国への愛と尊敬」

という最終章の記述は 6つの教科書すべてに

共通する。また③の「世界宗教文化の基礎」

は実質的には正教、イスラム、仏教、ユダヤ

教の文化を中心としたものであり、キリスト

教諸派については、「ロシアにおける宗教史」

の章でカトリック、プロテスタント、アルメ

ニア正教会に若干言及するのにとどまる。 

 「世界宗教文化の基礎」の教科書では、「多

民族国家としてのロシア」が前面に打ち出だ

されている。宗教とは物質的世界に対比され

る精神的世界あるいは内的世界であるとさ

れ、宗教が包含する文化的伝統、および文化

的伝統における道徳的・倫理的規範——各宗

教文化における善と悪など——が強調され

ている。 

 さらに、ロシアの諸宗教が国家にいかに資

するものであったかという点に記述が集中

している点は注目に値する。 

 正教については、他宗教に比べて最も多く

の頁が割かれており、988 年のウラジーミル

大公の受洗以降のロシア史との関係を丹念

に追う。イスラムについては、ロシアと中央

アジアの商業活動ネットワークの構築とい

う役割に注目する。ユダヤ教については、ナ

ポレオン戦争時におけるユダヤ郵便制度の

貢献、および対外戦争時の功績者の多さを指

摘する。仏教については、ナポレオン戦争勝

利後に建てられた図書館併設の寺院が多く

の歴史的文献を所蔵していることを誇る。カ

トリックについては、モスクワやサンクト・

ペテルブルグにおける歴史的建築物が招聘

イタリア人の手になるものであること、プロ

テスタントについては、18 世紀後半にドイツ

からヴォルガ河畔に移住したドイツ人の農

業経済への貢献に言及する。このように、経

済的・軍事的功績および芸術面や歴史研究に

おける貢献など、諸宗教がいかに国家建設と

その存続に貢献したかという点が強調され

ている。 

(3) この宗教文化教育の導入は、以下のよう

な論点をめぐって、宗教者・宗教学者・教育

者・政治家・識者のあいだで長らく議論され

てきた。論点は、①教師の資格（誰が教える

のか）、②使用教科書（どのような教科書を



用いるのか・また使用教科書は誰が決定する

のか）、③礼拝やシンボル（宗教的な身体実

践やイコンなどのシンボルを国立学校へ導

入することの是非）、④教授内容（「宗教文化」

が包含する範囲）、⑤国家の世俗的性格への

配慮、などである。 

 宗教文化教育をめぐる議論を遡ると、国外

の宗教団体に対する危機意識の共有という

点に着目する必要がある。国外の宗教団体

——とくに新宗教団体——が 1990 年代前半

に活発な活動を行ない、さらに学校での倫理

教育にも関わっていたことが、危機意識とし

て共有され、ロシアの「伝統宗教」の道徳的・

倫理的規範にもとづく教育の推進に拍車が

かかったといえよう。 

 この点に注目し、1990 年代前半のロシア

における国外の宗教団体の活動について、と

くにオウム真理教を事例にとりあげ、その後

の世論形成にどう影響したかを明らかにし

ようとしたのが、「ロシアにおけるオウム真

理教の活動」および「今なおロシアで続くオ

ウム真理教の活動―日本とロシアの並行現

象」（下記「主な発表論文等」を参照、以下

同）である。 

 また、論点の③に挙げたイコン（正教の聖

画）について、イコンの現代的機能について

分析を行ない、国立学校への導入是非をめぐ

る議論を理解するための手がかりにしよう

としたのが「チェルノブイリ・イコンによ

る記憶の伝播と共有」である。 

 さらに、「宗教文化と世俗倫理の基礎」科

目において、国家への貢献という点が強調さ

れること等に鑑み、宗教とパトリオティズム、

およびそれと関連する「ロシア人論」につい

ての再検討を迫られ、まとめたのが「ユート

ピアがディストピアになるとき——ソルジェ

ニーツィンのロシア論における悪の不在

——」である。 

(4) 近年のロシア正教会は、信者を対象とし

た宗教教育のほかに、受刑者等の更生教育に

も携わっている。なかでも注目されるのは、

青少年を対象とした道徳・倫理などの規範教

育である。この点について、正教会の刊行物

の中から一般の人々が入手しやすいものを

資料としてとりあげ、青少年——とりわけ女

性——を対象としてどのような規範的言説

が展開されているかを分析したのが、「現代

のロシア正教会における女性像」である。 

 本研究では、宗教文化教育の公教育への導

入の経緯、およびそれをめぐる議論を中心に、

多角的な分析を行なうことを目指してきた。 

しかし、残された課題も少なくない。今後は、

本研究によって明らかにされた課題に新た

に取り組んでいくこととする。 
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